
商品情報連携標準に向けた検討（2024年度）

現状の課題
⚫ メーカー・卸・小売それぞれによる、各社都合での管理が常態化 ⇒デジタル化の取組を阻害
⚫ 商品の情報を一意に識別できず、確認・修正等の現場コストが肥大化 ⇒人手不足に直面

目指すべき世界
（ビジョン）

⚫ サプライチェーン上の各社が、共通ルールに則り、ブランドオーナーの入力した商品情報を共有
⚫ 管理業務を省力化し本業の生産性を向上、消費者に対する正確かつ必要な情報の伝達、DXを通じた新た
なマーケティングへの挑戦を実現

• 商品情報授受には年間30万人月（棚割・EC掲載等の実務まで加味すれば年間82万人月）の工数を要している。
• 米欧等でも同様の課題に対し、各企業トップ層の後押しを梃子に商品情報を共有化。各GS1組織を介した各国間での情報連携も進展。

流通サプライチェーンを代表する企業・団体による、取組原則への合意（2025年3月14日）

✓ 我が国に流通する商品の情報は、複雑なサプライチェーンを経る中で都度管理されており、一意性が確保できないことによる管理コストが現場
の人手不足を増幅させ、デジタル化の取組を阻害。

✓ これらの課題を乗り越え、次世代の商品情報授受を実現させるためには、協調領域における製配販の各層・各社の協力が不可欠。
✓ 消費財サプライチェーンの効率化・付加価値向上に向け、その基本となる商品情報について、以下の５原則に沿って共有を進める。

✓ 商品情報の共有に当たっては、対象となる項目や連携の時期、GTIN設定の在り方などについて、サプライチェーンを構成する企業間での合
意形成が必要。2025年度に、実効性の伴うガイドラインを国主導で策定することを求めると共に、その議論に積極的に参加することを約し、
商品情報連携の実現を目指す。

コミットメント（宣言）

①消費者に対する商品情報の説明責任 ②共通情報での協調
③ブランドオーナーによるシングルインプット④一括取得・共同利用 ⑤一意に識別可能な商品の共通IDの利用

５つの原則

実態調査（2024年7月～2025年1月）の結果



より高度なマーケティング、
AI発注やロボティクス

の導入促進

◆ 取引先ごとに都度発生するデータの加工・登録・送付
→手入力でのシステム登録がエラーを招き、情報品質低下のリスク

◆ 恣意的なJANコードの付番が常態化し、商品を一意に特定できない
ため、各社独自コードを用いた商品管理が発生
→業務の煩雑化に加え、共同輸配送等物流効率化の取組を阻害

◆ 商品名・サイズ等の普遍的情報であっても、商談をまたいで共有でき
ず、取引ごとのコミュニケーションコストが増加
→商品情報授受に関する業務負荷が卸に一点集中

◆ 製配販のプレイヤー間の商品情報の標準化と情報授受プロセスの一元化
→非競争領域にある基本情報を産業横断レジストリーを通じて共有する  
「商品情報プラットフォーム構想」の実現
→早期の情報入力・公開により、情報授受の負荷を平準化
→シングルインプットと相互チェックにより、情報品質の向上を実現

◆ 一意に識別可能な商品の共通IDの利用を通じ、流通DXを推進
→AI活用による自動発注やECの画像情報ニーズに対応

⚫ メーカー・卸・小売業界をリードする各社をメンバーとして、 2024年11月より開催してきた「商品情報連携標準に関
する検討会」において、商品情報の標準化について議論。2026年の商品情報プラットフォーム稼働を目指し、具体的な
道筋や、今後更なる検討が必要な事項を整理してきた。

年間約30万人月※が支える、消費財サプライチェーンの現状 目指すべき姿（2050年までに35％の効率化を実現）
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（2026年の稼働を目指す）

個社を超えた業界内での標準化推進

※ 棚割・EC掲載等の実務まで加味すれば年間82万人月



2025年度の取組目標と解決すべき課題
⚫ 2025年5月を目処に、商品情報連携会議を設置（主催：経済産業省）。

⚫ ２つのWGにおける議論を経て、12月にガイドライン素案をとりまとめ、2月に最終決定を予定。

商品情報の取扱に関する検討WG

ルール検討 項目検討

・ 登録ルールの策定
商品情報プラットフォームを円滑に運
用するために必要となる商品の登録タ
イミングや業務運用の細則を策定する。

・ 拡張項目に関する検討
2024年度に合意した基本項目（49
項目）に加え、商品情報プラットフォー
ム上で共通化すべき基本的な項目に
ついて検討を行うと共に、画像情報*
や品質情報など、共有ニーズの高い拡
張項目に関する詳細を議論。

*商品画像については、拡張子や著作権・利用許諾
権等の扱いを含め検討。

・ 利用ルールの策定
商品情報プラットフォームにおいて商品
情報を取得・利用する際及び誤情報
のフィードバックを行う際のルールを策定
する。

情報品質の管理
登録・利用ルールを実現するに当たって必要となるシステム要件を整
理・検討し、データ品質を確保するための指針と評価基準を策定する。

商品情報の在り方・商慣習に関する検討WG

GTIN運用ルールの改訂
GTIN運用方法を検討する枠組みから検討を行い、実際の事例を
基に運用ルールを定義する。

商慣習の是正
業界内での不適切な商慣習を是正し、公正な取引環境を確
立するための指針を作成する。

商品情報連携会議

基本的ルールのとりまとめ
• 商品情報プラットフォームの運用ルール（ガイドライン）策定のほか、商品情報の登録者・利用
者・サービス提供者の役割について整理

2026年度以降の枠組み検討
• 持続的な運営を確保するための枠組を設計・提案（組織、運営規約等の在り方を議論）
• 商品情報プラットフォーム構想参加者の拡大策及び業界全体での利用拡大策を検討

事務局
（経産省及び委託事業者等）

産業横断レジストリー利用料金の詳細等は、各レジスト
リーサービス事業者が主体となり検討されることを想定。



⚫ 25年度は産業横断レジストリー運用ルールを討議し、ガイドライン化を目指す。

⚫ また、2026年4月時点での取扱データ項目拡大も想定し、業界固有項目の連携準備を開始する。

FY24 FY25 FY26 FY27

Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4

産業横断レジストリー
構想具体化 システム要件定義

• 産レジ要件検討
• 業界DBとの接続
• 利用者との接続

開発

システム
要件定義

開発
Ver2.1
サービス
開始

構想策定
• 現在の取組みの整理
• 共通化項目/
業界固有項目の確認

• 項目定義
• 提供スキームの在り方

構想策定

追加項目
検討

(画像他)

運用ルール検討（ガイドライン作成）
• 商品情報の登録・利用ルールの検討
(GTIN設定ルール、登録タイミング等)
• 連携の在り方詳細検討

運用ルール検討
• 項目入力規則、利用ルール規則
• 必要要件他

追加
カテゴリー
検討

(その他DB)

産業
横断R
拡張

運用ルールの啓蒙
• 産レジ利用ガイドラインの周知・徹底

Ver1.0
サービス開始

運用ルールの維持管理・見直し
• 必要に応じてルールの見直し

構想策定
• 業務要件定義
• 拡張カテゴリー選定
• 必要項目の整理
• 他DBとの連携検討

運用ルールの啓蒙
• 拡張項目入力規則や利用ルールの周知・徹底

運用ルールの
維持管理
見直し

運用ルール検討
• 項目入力規則、利用ルール規則
• 必要要件他

運用ルールの啓蒙
• 拡張項目入力規則や利用ルールの周知・徹底

運用ルールの
維持管理
見直し

システム
要件定義

開発

凡例(実施主体)

利用料金
定義

※
GS1 Japanをサービス事業者
とした場合の実装予定

（参考）今後のロードマップ（※第2回検討会資料4より）

・商品情報連携会議(仮称)(2025年)
・ユーザー会(仮)（2026年~）

GS1
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